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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】長期間にわたり安定して光信号を出力する撮像
装置を提供する。
【解決手段】撮像装置１は、照明光を出射する照明光学
系１０と、照明光の反射光を受光し撮像信号を出力する
撮像部２１と、撮像信号を駆動信号に変換し出力する駆
動部３０と、複数の発光部４２Ａ、４２Ｂを含み、駆動
信号に応じて光信号を発生する発光アレイ４０と、複数
の発光部４２のそれぞれが発生する光信号を光ファイバ
６０に導光する集光部５０と、複数の発光部４２Ａ、４
２Ｂのうちの１つの発光部にだけ駆動信号を入力する選
択部３１と、を具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明光を出射する照明光学系と、
　前記照明光の反射光を受光し撮像信号を出力する撮像部と、
　前記撮像信号を駆動信号に変換し出力する駆動部と、
　複数の発光部を含み、前記駆動信号に応じて光信号を発生する発光アレイと、
　前記複数の発光部のそれぞれが発生する前記光信号を光ファイバに導光する集光部と、
　前記複数の発光部のうちの１つの発光部にだけ前記駆動信号を入力する選択部と、を具
備することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記駆動信号が入力された前記発光部の故障を検出する検出部が故障を検出した場合に
は、前記選択部は別の発光部を選択することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記検出部が故障を検出した前記発光部の数が記憶されることを特徴とする請求項２に
記載の撮像装置。
【請求項４】
　複数の発光アレイと、複数の駆動部と、複数の選択部と、を具備し、
　前記撮像信号が、複数の駆動信号に変換され、
　前記複数の選択部のそれぞれが、前記複数の発光アレイから１つの前記発光部を選択し
、
　前記複数の駆動部のそれぞれが、前記複数の発光アレイのそれぞれに、前記複数の駆動
信号のいずれかを出力することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載
の撮像装置。
【請求項５】
　前記複数の発光アレイが発光する前記光信号の波長が異なり、
　前記光ファイバが、前記波長の異なる複数の光信号を伝送することを特徴とする請求項
４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　第１の発光アレイおよび第２の発光アレイと、
　第１の駆動部および第２の駆動部と、
　第１の選択部および第２の選択部と、
　第１の集光部および第２の集光部と、
　第１の光ファイバおよび第２の光ファイバと、を具備し、
　前記撮像信号が、第１の駆動信号および第２の駆動信号に変換され、
　複数の発光部が前記第１の光ファイバと前記第１の集光部を介して光結合しており、
　前記第１の光ファイバと光結合していない複数の発光部が、前記第２の光ファイバと前
記第２の集光部を介して光結合しており、
　前記第１の駆動部が、前記第１の駆動信号を、前記第１の光ファイバと光結合している
複数の発光部のいずれか１つに出力し、
　前記第２の駆動部が、前記第２の駆動信号を、前記第２の光ファイバと光結合している
複数の発光部のいずれか１つに出力することを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記発光アレイの前記複数の発光部は、それぞれが発光面の中心部の周囲に前記発光部
を有し、
　前記発光アレイの前記複数の発光部は、それぞれの前記発光部が光結合している前記光
ファイバに近接するように配置されていることを特徴とする請求項１から請求項６のいず
れか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記発光アレイの前記複数の発光部は、前記発光面が光結合している前記光ファイバの
方向に傾斜して配置されていることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に
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記載の撮像装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の撮像装置を、挿入部の先端部に有するこ
とを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像部が出力する電気撮像信号を光撮像信号に変換して出力する撮像装置、
および、前記撮像装置を有する内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、細長い挿入部の先端部にＣＣＤ等の撮像素子を含む撮像装置を有する。近年
、高画素数の撮像素子の内視鏡への使用が検討されている。高画素数の撮像素子を使用し
た場合には、撮像装置から信号処理装置（プロセッサ）へ伝送する撮像信号量が増加する
ため、電気信号による電気ケーブルを介した電気信号伝送では挿入部の外径が大きくなる
。低侵襲化のためには、光信号による細い光ファイバを介した光信号伝送が好ましい。撮
像信号は撮像装置の発光素子により光信号に変換される。
【０００３】
　例えば、被検者の体腔内に先端部を挿入して観察しているときに、撮像装置または光フ
ァイバ等に故障が発生すると、挿入されている挿入部を抜去して、再度、挿入操作を行う
必要がある。
【０００４】
　特許第５１５５４９６号明細書には、光信号を伝送する光ファイバが破損し観察できな
くなった場合に、電気ケーブルを用いて撮像信号を伝送する内視鏡が開示されている。
【０００５】
　なお、発光素子の製品寿命は、例えば５０００時間程度である。経時劣化により発光素
子の光量が減少した場合には、撮像装置は交換する必要があるが、交換作業は容易ではな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５１５５４９６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の実施形態は、長期間にわたり安定して光信号を出力する撮像装置、および、前
記撮像装置を有する内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の撮像装置は、照明光を出射する照明光学系と、前記照明光の反射光を受光し
撮像信号を出力する撮像部と、前記撮像信号を駆動信号に変換し出力する駆動部と、複数
の発光部を含み、前記駆動信号に応じて光信号を発生する発光アレイと、前記複数の発光
部のそれぞれが発生する前記光信号を光ファイバに導光する集光部と、前記複数の発光部
のうちの１つの発光部にだけ前記駆動信号を入力する選択部と、を具備する。
【０００９】
　別の実施形態の内視鏡は、挿入部の先端部に撮像装置を有し、前記撮像装置は、照明光
を出射する照明光学系と、前記照明光の反射光を受光し撮像信号を出力する撮像部と、前
記撮像信号を駆動信号に変換し出力する駆動部と、複数の発光部を含み、前記駆動信号に
応じて光信号を発生する発光アレイと、前記複数の発光部のそれぞれが発生する前記光信
号を光ファイバに導光する集光部と、前記複数の発光部のうちの１つの発光部にだけ前記
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駆動信号を入力する選択部と、を具備する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施形態によれば、長期間にわたり安定して光信号を出力する撮像装置、およ
び、前記撮像装置を有する内視鏡を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態の撮像装置の構成図である。
【図２】第１実施形態の撮像装置の断面模式図である。
【図３Ａ】第１実施形態の撮像装置の発光アレイの上面図である。
【図３Ｂ】第１実施形態の撮像装置の発光アレイの上面図である。
【図４】第１実施形態の変形例１の撮像装置の模式図である。
【図５】第１実施形態の変形例２の撮像装置の構成図である。
【図６】第１実施形態の変形例３の撮像装置の構成図である。
【図７】第１実施形態の変形例４の撮像装置の構成図である。
【図８】第２実施形態の変形例４の撮像装置の構成図である。
【図９】第２実施形態の変形例４の撮像装置の斜視図である。
【図１０】第３実施形態の撮像装置の構成図である。
【図１１】第３実施形態の撮像装置の断面模式図である。
【図１２】第３実施形態の撮像装置の発光アレイの上面図である。
【図１３】第３実施形態の変形例１の撮像装置の断面模式図である。
【図１４】第４実施形態の内視鏡の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜第１実施形態＞
　図１、図２および図３Ａに示すように、本実施形態の撮像装置１は、照明光学系１０と
、撮像光学系２０と、撮像部２１と、駆動部３０と、選択部３１と、発光アレイ４０と、
集光部５０と、を具備する。
【００１３】
　なお、以下の説明において、各実施の形態に基づく図面は、模式的なものであり、一部
の構成要素の図示を省略する場合がある。
【００１４】
　照明光学系１０は、光源１１が発生した照明光を出射する。撮像部２１は、撮像光学系
２０が受光した照明光の反射光を撮像信号に変換し出力する。なお、撮像光学系２０を撮
像部２１の一部とみなしてもよい。また、撮像装置１の構成要素に、例えばＬＥＤを含む
光源１１が含まれていてもよい。
【００１５】
　駆動部３０は、撮像信号を発光アレイ４０の駆動信号に変換する。発光アレイ４０は、
複数の発光部４２Ａ、４２Ｂを含み、駆動信号に応じて光信号を発生する。集光部５０は
、複数の発光部４２Ａ、４２Ｂのそれぞれが発生する光信号を光ファイバ６０に導光する
。そして、選択部３１は、駆動部３０が出力する駆動信号を、複数の発光部４２Ａ、４２
Ｂのうちの１つの発光部４２にだけ出力する。すなわち、発光アレイ４０は複数の発光部
４２Ａ、４２Ｂを含んでいるが、複数の発光部４２Ａ、４２Ｂが同時に光信号を出力する
ことはない。
【００１６】
　照明光学系１０および撮像光学系２０は、光を集光するレンズ等を有する。撮像部２１
は、ＣＣＤまたはＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子を有する。撮像素子は、表面照射
（ＦＳＩ：Front Side Illumination）型イメージセンサまたは裏面照射（ＢＳＩ：Back 
Side Illumination）型イメージセンサのいずれでもよい。
【００１７】
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　駆動部３０は、撮像信号をもとに、発光アレイ４０に出力する駆動信号を生成する駆動
用ＩＣである。
【００１８】
　発光アレイ４０は、発光面４０ＳＡに複数の面発光レーザが形成されている。すなわち
、発光アレイ４０は、それぞれに発光部４２が形成されている複数の発光素子４１が列設
されたレーザアレイチップである。発光アレイ４０の各発光素子４１は、例えば、直径が
２０μｍの発光部４２と、発光部４２に駆動信号を供給するバンプを含む外部電極４３と
、を発光面４０ＳＡに有する。
【００１９】
　なお、図３Ａに示すように、それぞれが発光部４２を有する４つの発光素子４１Ａ～４
１Ｄが列設された発光アレイ４０の場合に、本実施形態の撮像装置１では、２つの発光素
子４１Ａ、４１Ｂだけが使用される。もちろん、図３Ｂに示すように、発光素子４１Ｂ、
４１Ｃだけを使用してもよい。例えば、予め発光素子４１Ａ～４１Ｄの発光状態が測定さ
れて、光量の高い発光素子４１が使用される。
【００２０】
　集光部５０は、発光部４２Ａが発生する光信号および発光部４２Ｂが発生する光信号を
、ともに光ファイバ６０の入射端面に導光する凸レンズである。集光部５０は、複数の光
信号を光ファイバ６０の入射端面に導光する光学部材であれば、導波路でもよいし、反射
部（ミラー／プリズム）でもよい。
【００２１】
　光ファイバ６０は、例えば、光を伝送する５０μｍ径のコア部と、コア部の外周面を覆
う１２５μｍ径のクラッド部とを有する。
【００２２】
　なお、図３Ａに示したように、発光アレイ４０の複数の発光素子４１は発光面４０ＳＡ
の中心からずれた位置、言い替えれば中心部の周囲に、発光部４２を有する。そして、発
光アレイ４０の発光素子４１は光結合している光ファイバ６０に近接するように配置され
ている。
【００２３】
　選択部３１は、駆動信号の経路を切り替える切替回路である。例えば、使用者が選択部
３１の切替スイッチを操作することにより、選択された１つの発光部４２（発光素子４１
）だけに駆動信号が入力され、１つの発光部４２だけが光信号を出力する。
【００２４】
　撮像装置１は、使用中に突発的な故障により発光部４２Ａの光量が減少したり発光しな
くなったりしても、選択部３１の操作により、発光部４２Ａとは別の発光部４２Ｂから光
信号を発生できるため、継続して使用できる。さらに、撮像装置１は、経時劣化により例
えば発光部４２Ａの光量が減少しても別の発光部４２Ｂを使用できるため、撮像装置１を
交換する必要がない。すなわち、撮像装置１は、長期間にわたり安定して光信号を出力で
きる。
【００２５】
　なお、発光アレイ４０が２つ以上の発光部４２を含んでいれば撮像装置１は上記効果を
有する。発光アレイ４０が含む発光部４２の数の上限は、実施容易な、例えば８個である
。また、発光アレイ４０は、複数の発光素子が列設された一体物である必要はなく、個片
化された複数の発光素子４１が基板に列設されていてもよいし、複数の発光素子４１が２
列に配置されていてもよい。
【００２６】
＜第１実施形態の変形例＞
　第１実施形態の変形例の撮像装置１Ａ～１Ｄは、撮像装置１と類似し同じ効果を有する
ので、同じ機能の構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００２７】
＜第１実施形態の変形例１＞
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　図４に示すように、第１実施形態の変形例１の撮像装置１Ａは、撮像装置１の構成に加
えて、さらに検出部３２を具備する。
【００２８】
　検出部３２は、駆動信号が入力された発光部４２の故障を検出する電気回路である。例
えば、駆動部３０が発光部４２に出力している駆動信号の電流を測定する検出部３２は、
電流値が所定範囲外になると、異常を知らせる信号を出力する。なお、故障とは、発光部
４２が光信号を発生しなくなった場合だけでなく、光信号の所定強度以下になった場合も
含まれる。
【００２９】
　撮像装置１Ａの選択部３１は、検出部３２が故障を検出した場合には、別の発光部４２
を選択する。すなわち、選択部３１は駆動信号の経路を自動的に切り替えて、別の発光部
４２に駆動信号を出力する。
【００３０】
　撮像装置１Ａは、故障が発生した場合に、自動的に発光部４２が切り替わるため、撮像
装置１よりも操作性がよい。
【００３１】
　なお、検出部３２が故障を検出した場合には、例えば、表示部３４（図５参照）の赤色
ＬＥＤを点灯して使用者に告知することが好ましい。また、検出部３２は、撮像装置１の
構成要素ではなく、撮像装置１を含めた全体の制御を行う、例えばプロセッサ８０（図１
４参照）の構成要素であってもよい。
【００３２】
＜第１実施形態の変形例２＞
　図５に示すように、第１実施形態の変形例２の撮像装置１Ｂは、撮像装置１Ａの構成に
加えて、さらに記憶部３３を具備する。
【００３３】
　記憶部３３は、検出部３２が故障を検出した発光部４２の数を記憶する、例えば、半導
体メモリである。記憶部３３が記憶した発光部４２の数は表示部３４に表示される。もち
ろん、記憶部３３が故障を検出した発光部４２の位置も記憶してもよい。
【００３４】
　例えば、撮像装置１Ｂが４つの発光部４２を含む発光アレイ４０を有する場合、表示部
３４は緑または赤に点灯する４個のＬＥＤを有する。表示部３４は記憶部３３の情報にも
とづき、故障していない発光部４２に対応するＬＥＤは緑点灯し、故障した発光部４２に
対応するＬＥＤは赤点灯する。
【００３５】
　なお、記憶部３３は、撮像装置１の構成要素ではなく、撮像装置１を含めた全体の制御
を行うプロセッサ等の構成要素であってもよい。また、表示部３４は、撮像装置１とは別
体のモニタ８２（図１４参照）等であってもよい。
【００３６】
　複数の発光部４２を有する撮像装置であっても、全ての発光部４２が故障すると使用を
継続できない。撮像装置１Ｂは、故障している発光部４２の数を記憶する記憶部３３を有
するため、使用者は使用可能な残りの発光部４２の数を参考にしながら使用を継続できる
。
【００３７】
＜第１実施形態の変形例３、４＞
　図６に示すように、第１実施形態の変形例３の撮像装置１Ｃは、撮像装置１Ｂと同じ構
成であるが、駆動ドライバＩＣチップ３０Ｃに、駆動部３０、選択部３１、検出部３２、
および記憶部３３の各回路が含まれている。
【００３８】
　また、図７に示すように、第１実施形態の変形例４の撮像装置１Ｄは、撮像装置１Ａと
同じ構成であるが、撮像チップ２１Ｄに、撮像部２１、駆動部３０、および検出部３２の
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各回路が含まれている。
【００３９】
　すなわち、撮像装置の構成要素は、それぞれが独立している回路またはＩＣチップ等で
ある必要はなく、複数の構成要素が１つの半導体チップに集積回路として内蔵されていて
もよい。また、複数の構成要素への電力供給線が共通でもよい。
【００４０】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態の撮像装置１Ｅは、撮像装置１、１Ａ～１Ｄと類似し同じ効果を有するの
で、同じ機能の構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００４１】
　図８および図９に示すように、撮像装置１Ｅは、複数の発光アレイ４０Ａ、４０Ｂと、
複数の駆動部３０Ａ、３０Ｂと、複数の選択部３１Ａ、３１Ｂと、を具備する。
【００４２】
　例えば、駆動部３０Ａ、３０Ｂが、発光アレイ４０Ａ、４０Ｂにそれぞれの駆動信号を
出力し、選択部３１Ａ、３１Ｂが、発光アレイ４０Ａ、４０Ｂから、それぞれ１つの発光
部を選択する。
【００４３】
　発光アレイ４０Ａ、４０Ｂが発光する光信号の波長は異なる。例えば、発光アレイ４０
Ａの発光部４２ＡＡ、４２ＡＢは波長８５０ｎｍの第１の光信号を出力する。発光アレイ
４０Ｂの発光部４２ＢＡ、４２ＢＢは波長１３００ｎｍの第２の光信号を出力する。そし
て、光ファイバ６０は、波長の異なる複数の光信号が重畳された多重光信号を伝送する。
【００４４】
　例えば、駆動部３０Ａは発光アレイ４０Ａに第１の駆動信号を出力し、選択部３１Ａは
発光アレイ４０Ａから１つの発光部４２ＡＡまたは４２ＡＢを選択する。第１の駆動信号
が入力された発光部４２ＡＡまたは４２ＡＢは第１の光信号を出力する。一方、駆動部３
０Ｂは発光アレイ４０Ｂに第２の駆動信号を出力し、選択部３１Ｂは発光アレイ４０Ｂか
ら１つの発光部４２ＢＡまたは４２ＢＢを選択する。第２の駆動信号が入力された発光部
４２ＢＡまたは４２ＢＢは第２の光信号を出力する。すなわち、撮像信号は、第１の駆動
信号と第２の駆動信号とに分割されて、第１の光信号および第２の光信号として伝送され
る。
【００４５】
　撮像装置１Ｅは、撮像装置１等よりも、より大容量の撮像信号を１本の光ファイバ６０
で伝送できる。
【００４６】
　なお、撮像装置１Ｅは、２つの発光アレイ４０Ａ、４０Ｂと、２つの駆動部３０Ａ、３
０Ｂと、２つの選択部３１Ａ、３１Ｂと、を具備しているが、発光アレイ４０等の数の上
限は、実施容易な、例えば４個である。
【００４７】
＜第３実施形態＞
　第３実施形態の撮像装置１Ｆは、撮像装置１、１Ａ～１Ｅと類似し同じ効果を有するの
で、同じ機能の構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００４８】
　図１０および図１１に示すように、撮像装置１Ｆは、第１の発光アレイ４０Ａおよび第
２の発光アレイ４０Ｂと、第１の駆動部３０Ａおよび第２の駆動部３０Ｂと、第１の選択
部３１Ａおよび第２の選択部３１Ｂと、第１の集光部５０Ａおよび第２の集光部５０Ｂと
、第１の光ファイバ６０Ａおよび第２の光ファイバ６０Ｂと、を具備する。
【００４９】
　第１の発光アレイ４０Ａの複数の第１の発光部４２ＡＡ、４２ＡＢが第１の光ファイバ
６０Ａと第１の集光部５０Ａを介して光結合している。第２の発光アレイ４０Ｂの複数の
第２の発光部４２Ｂ、４２ＢＢが第２の光ファイバ６０Ｂと第２の集光部５０Ｂを介して
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光結合している。
【００５０】
　撮像装置１Ｆでは、撮像部２１が出力する撮像信号は、第１の駆動信号および第２の駆
動信号に変換される。第１の駆動部３０Ａが、第１の駆動信号を、第１の光ファイバ６０
Ａと光結合している複数の第１の発光部４２ＡＡ、４２ＡＢのいずれか１つに出力し、第
２の駆動部３０Ｂが、第２の駆動信号を第２の光ファイバ６０Ｂと光結合している複数の
第２の発光部４２ＢＡ、４２ＢＢのいずれか１つに出力する。
【００５１】
　発光アレイ４０Ａ、４０Ｂが発光する光信号の波長は同じでもよいし、異なっていても
よい。
【００５２】
　撮像装置１Ｆは、２本の光ファイバ６０Ａ、６０Ｂを介して撮像信号を伝送するため、
撮像装置１等よりも、より大容量の撮像信号を伝送できる。
【００５３】
　なお、第１の発光アレイ４０Ａおよび第２の発光アレイ４０Ｂは、それぞれが列設され
ている複数の発光部４２を有する形態に限られるものではない。例えば、図１２に示すよ
うに、列設されている発光部４２ＡＡ～４２ＡＤおよび発光部４２ＢＡ～４２ＢＤのうち
、第１の発光アレイ４０Ａを構成しているのは、発光部４２ＡＡ、４２ＡＢ、４２ＢＡ、
４２ＢＢである。または第２の発光アレイ４０Ｂを構成しているのは、発光部４２ＡＣ、
４２ＡＤ、４２ＢＣ、４２ＢＤである。
【００５４】
　すなわち、本実施形態の撮像装置では、複数の第１の発光部４２ＡＡ、４２ＡＢ、４２
ＢＡ、４２ＢＢが第１の光ファイバ６０Ａと第１の集光部５０Ａを介して光結合しており
、第１の光ファイバ６０Ａと光結合していない複数の第２の発光部４２ＡＣ、４２ＡＤ、
４２ＢＣ、４２ＢＤが、第２の光ファイバ６０Ｂと第２の集光部５０Ｂを介して光結合し
ていればよい。
【００５５】
　そして、第１の駆動部３０Ａが、第１の駆動信号を、第１の光ファイバ６０Ａと光結合
している複数の発光部４２ＡＡ、４２ＡＢ、４２ＢＡ、４２ＢＢのいずれか１つに出力し
、第２の駆動部３０Ｂが、第２の駆動信号を、第２の光ファイバ６０Ｂと光結合している
複数の発光部４２ＡＣ、４２ＡＤ、４２ＢＣ、４２ＢＤのいずれか１つに出力する。
【００５６】
　なお、撮像装置１Ｆは、２つの光ファイバ６０等を具備しているが、光ファイバ６０等
の数の上限は、実施容易な、例えば４個である。
【００５７】
＜第３実施形態の変形例１＞
　第３実施形態の変形例１の撮像装置１Ｇは、撮像装置１Ｆと類似し同じ効果を有するの
で、同じ機能の構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００５８】
　図１３に示すように、撮像装置１Ｇでは、発光アレイ４０Ａ、４０Ｂの複数の発光部４
２は、発光面４０ＳＡが光結合している光ファイバ６０の方向に傾斜して配置されている
。
【００５９】
　このため、撮像装置１Ｇは、発光部４２が発生した光信号を光ファイバ６０に導光する
のが容易である。
【００６０】
＜第４実施形態＞
　第４実施形態の内視鏡９（９Ａ～９Ｇ）は、すでに説明した撮像装置１（１Ａ～１Ｇ）
を有する。
【００６１】
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　図１４に示すように、本実施形態の内視鏡９を含む内視鏡システム８は、内視鏡９と、
プロセッサ８０と、光源装置８１と、モニタ８２と、を具備する。内視鏡９は挿入部９０
と操作部９１とユニバーサルコード９２とを有する。内視鏡９は、挿入部９０が被検体の
体腔内に挿入されて、被検体の体内画像を撮影し画像信号を出力する。
【００６２】
　挿入部９０は、撮像装置１（１Ａ～１Ｇ）が配設されている先端部９０Ａと、先端部９
０Ａの基端側に連設された湾曲自在な湾曲部９０Ｂと、湾曲部９０Ｂの基端側に連設され
た軟性部９０Ｃとによって構成される。湾曲部９０Ｂは、操作部９１の操作によって湾曲
する。
【００６３】
　内視鏡９の挿入部９０の基端側には、内視鏡９を操作する各種ボタン類が設けられた操
作部９１が配設されている。
【００６４】
　光源装置８１は、例えば、白色ＬＥＤを含む光源１１を有する。光源装置８１が出射す
る照明光は、ユニバーサルコード９２および挿入部９０を挿通するライトガイド（不図示
）を介して先端部９０Ａに導光され、照明光学系１０から出射される。
【００６５】
　内視鏡９は、挿入部９０と操作部９１とユニバーサルコード９２とを有し、挿入部９０
の先端部９０Ａに配設された撮像装置１等が出力する光信号を、挿入部９０を挿通する光
ファイバ６０を介して伝送する。
【００６６】
　光信号は、例えば、操作部９１に配設されたＯ／Ｅ光モジュール１０１において電気信
号に変換され、プロセッサ８０により処理されて、内視鏡画像としてモニタ８２に表示さ
れる。
【００６７】
　内視鏡９は、電気信号伝送に替えて光信号による細い光ファイバ６０を介した光信号伝
送を行うため、挿入部９０が細く低侵襲である。さらに内視鏡９は、長期間にわたり安定
して光信号を出力する撮像装置１等を有するため長期間にわたり使用できる。
【００６８】
　なお、内視鏡９は軟性内視鏡でも硬性内視鏡でもよいし、医療用内視鏡でも工業用内視
鏡でもよい。
【００６９】
　本発明は、上述した実施形態および変形例等に限定されるものではなく、発明の趣旨を
逸脱しない範囲内において種々の変更、組み合わせおよび応用が可能である。
【符号の説明】
【００７０】
１、１Ａ～１Ｇ・・・撮像装置
９、９Ａ～９Ｇ・・・内視鏡
１０・・・照明光学系
１１・・・光源
２０・・・撮像光学系
２１・・・撮像部
３０・・・駆動部
３１・・・選択部
３２・・・検出部
３３・・・記憶部
３４・・・表示部
４０・・・発光アレイ
４０ＳＡ・・・発光面
４１・・・発光素子
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４２・・・発光部
４３・・・外部電極
５０・・・集光部
６０・・・光ファイバ
８０・・・挿入部
８１・・・先端部

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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